
・　電子データ（ＣＤ－Ｒ）

処理方法　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建築改修工事特記仕様書

１．図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書

２．特記仕様の適用方法

（１）項目は、番号に 　 印の付いたものを適用する。

建築工事標準詳細図（令和４年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修

(以下「標準詳細図」という)

分類番号（○－○－○）は図示する。

特 記 事 項項　　目章

１

一
般
共
通
事
項

１ 適用基準等

一般事項２

(1.1.1)

設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（ア）から（オ）までの順番のとおりとし、これに

より難い場合は、改修標準仕様書1.1.8（疑義に対する協議等）による。

（ア）質問回答書（（イ）から（オ）までに対するもの）

（イ）現場説明書

（ウ）特記仕様書

（エ）図面

（オ）改修標準仕様書

３ 改修の区分 ・　全館無人改修

（監督職員 部、施設管理者 部、事業課 部、その他 部）

（監督職員 部、施設管理者 部、事業課 部、その他 部）（   ）部

（   ）部工事用製本図面(工事用A2版)

(縮小版A3版)

（設計事務所により押印されたものを製本すること）

着工時の提出図書４

(1.3.7)

施工図について、作成が必要な工種をあらかじめ監督職員と協議する。作成した図面は監督職員の承諾

を受ける。

総合図・施工図

施工計画書・

工期の変更に係る

資料の提出

埋蔵文化財その他

の物件

電気保安技術者

施工条件

・　指定有り（　　　　　　　　　　　　　　　）

重機による掘削調査等について協力すること。

とする変更日数の算定根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職員に提出する。

・　指定なし（「行政機関の休日に関する法律」に定める行政機関の休日は施工

しない。）

(1.2.2～1.2.3)

(1.1.10)

(1.1.12)

(1.3.3)

(1.3.5)

配置する

施工日時

工事用車両の駐車場 ・　指定有り（図示による　　　　　　　　　　）

資機材置場 ・　指定有り（図示による　　　　　　　　　　）

安全衛生管理体制

発生材の処理等

「労働安全衛生法第３０条第２項」に基づき、同条第１項に規定する安全措置を講ずべき者として指名

する。

５

６

７

８

９

１０

１１

(1.3.12)

・　発注者（施設管理者）に引渡しを要する品目（　　　　　　　　）

引渡し場所（　　　　　　　　）、引渡し時期（　　　　　　　　）

・　ＰＣＢ（施設管理者へ引き渡し）

R5.04.01

（２）特記事項に ・ 印の付いたものを適用する。

契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議にあたり、協議の対象となる事項について、必要

設計変更　　　　　　　　回
印　　　　級建築士登録　第　　　　　　号　　　　級建築士登録　第　　　　　　号

－

年度 工事名年度 工事名

－

－－

・　ＰＨ12.5以上の廃アルカリ
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契約書に定められたもののほか、次のものを監督職員の指示に従い着工時に提出すること。

施工計画書について、工事着手に先立ち総合施工計画書を作成し、監督職員に提出すること。

工種別施工計画書については、作成が必要な工種をあらかじめ監督職員と協議し、作成し提出すること。

総合図について、建築及び別契約の関連工事と協議、調整を行い、統合した図面を作成し、監督職員に

提出して承諾を受ける。なお、作成の主導は本工事で行う。

・　執務並行改修（施工範囲：　　　　　　　　　）

完成写真 下記のものを監督職員に提出する２１

１３

３）接着剤は、フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑

剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放

せないか放散が極めて少ないもの。

散させないか放散が極めて少ないもの。

４）塗料は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを放散さ

５）１）、３）及び４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、

ホルムアルデヒドを放散させないか放散が極めて少ないもの。

建築材料等

(1.4.1～6)

１）使用する材料の選定は、設計図書に指定されたもの、JIS、JAS、「建築材料・設備機材等品質性

能評価事業建築材料等評価名簿（最新版）」（以下「評価名簿」という）による。

２）製材等、フローリング又は再生木質ボード、コンクリートに使用するせき板の材料は、グリーン

購入法の基本方針の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイド

ライン」（林野庁作成）に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。

３）「山口県ふるさと産業振興条例」の趣旨を踏まえ、施工する工事に要する資材の調達に当たり、

指定主要資材については、県内産資材（県内工場等で製造した資材）を購入すること。

（「入札条件及び指示事項」による）

・

１４ 施工数量調査

(1.6.2)

・　外壁（庇共）調査範囲

調査方法 ・　テストハンマーによる打診及び目視

調査要領

・　「建築仕上げ改修施工管理技術者」の資格を有する者が行う。

報告書 ・　外壁調査は、上記の調査要領により外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通

したひび割れ等の位置及び数量（幅、長さ、面積）の調査を行い、結果を立面図等に

記載し集計表を添えて監督職員に２部提出する。

１５

(1.5.1)　(1.6.1)

１）関係法令等に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

受注者等が行う事前調査は、発注者が実施設計業務において行った事前調査の結果を確認すること

をいい、改修標準仕様書における「施工調査」のうち「施工計画調査」（施工計画図作成のための

調査）とする。

２）調査は、関係法令等に指定された所定の有資格者が行うものとする。

３）事前調査の結果（報告書：任意様式）を監督職員に２部提出する。

石綿含有建材の

１６ 施工数量調査のため

の破壊部分の補修

補修方法 ・　図示による ・

(1.6.3)

・ 樹脂接着剤注入施工

・ 左官 ・ ﾀｲﾙ張り

・ ｻｯｼ施工 ・ ｶﾞﾗｽ施工

外壁改修

・ とび

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水

・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水

・ 合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水

・ 塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水

・ ｼｰﾘﾝｸﾞ防水

工事別 適用職種

内装改修 ・ 建築大工 ・ 建築板金 ・ 左官

・ 表装 ・ ﾀｲﾙ張り

・ 内装仕上げ施工の各工事作業

・ 鋼製下地 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ

・ 塗装

・ 鉄筋施工 ・ 型枠施工 ・ とび

・ 鉄工・ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工

・ 建築板金（内外装板金作業）

・ かわらぶき

屋根改修

躯体改修

塗装改修

建具改修

１７ 技能士

(1.7.2)

技能士の適用は下記による。

工事別 適用職種

仮設

防水改修

化学物質の濃度測定 （ 提出部数　　1　部 ）

測定対象室及び測定箇所数

・

・

（　　箇所）

（　　箇所）

・

・

（　　箇所）

（　　箇所）

測定方法及び測定対象化学物質

学校施設の場合 ・　厚生労働省の標準測定法 ・

・　パッシブ型採取機器学校施設以外の場合 ・

測定対象化学物質 ・　ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

用途が学校の場合は、パラジクロロベンゼンを加えた６物質を測定

技術検査

バケツ、懐中電灯、木槌、鏡、脚立、ドライバー、チョーク、下げ張り、レベル、スコップ、スチール

テープ（50m程度）、散水ホース、ガラス厚を測定する器具、その他監督職員が指示する資機材

工事写真 下記のものを監督職員に提出する。

カラー サービス版(Ｌ版) 着工前、施工中、完成

撮影場所

適宜

部数

1部 電子データ共

分類 ・ 規格 撮影時期 備考

・　予備濃度測定

測定方法（　・　検知管法　　・　　　　）

測定対象化学物質　　ホルムアルデヒド・トルエン

測定に要する資機材は受注者が準備する。

技術検査に必要な資機材等は以下による。

測定方法（　　　　　　　　　　　　　　）

１８

(1.7.9)

測定対象室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定する。

・　引渡し前濃度測定

１９

(1.8.2)

２０

・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床

２）保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか放散が極めて少な

いもの。

事前調査及び

施工計画調査

・　笠木天端共 ・　図示による

その他の木質建材、ユリヤ樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒドを放散させないか

放散が極めて少ないもの。

１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、

環境への配慮 「山口県グリーン購入の推進方針」及び「グリーン購入ガイド」（以下「グリーン購入」という。）に

基づき、環境負荷を低減できる材料を選定するように努める。

使用する材料等は、設計図書で定める性能等を有するとともに、次のことを満たすものとする。

(1.4.1)

１２

再利用、再生資源化を図るもの（「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」における特定建設

資材以外のもの）

・　発生材の品目及び処理方法（　　　　　　　　　　）

・　がれき類

・　汚泥

・　金属くず

・　ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず

・　廃プラスチック類

・　木くず

・　石綿含有せっこうボードの処理

処分方法　（　埋立処分（管理型最終処分））

処分方法　（　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融施設））

・　「外壁の改修工法選定フロー」による　

（建築工事編）令和４年版」（以下「改修標準仕様書」という）、「建築改修工事監理指針　令和４年版」及び、「公共建築

工事標準仕様書　令和４年版」（以下「標準仕様書」という）、「建築工事監理指針　令和４年版」による。

（３）項目に記載の表示番号は、各標準仕様書の当該項目を示す。

特記事項について、（　　）は改修標準仕様書の記載内容、《　　》は標準仕様書の内容を示す。

・　特別管理型産業廃棄物等及び処理方法

・　石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材等の処理

電子データの提出方法については「工事完成図書の電子納品要領」及び「電子納品に関する手引き

【営繕系工事編】」による。

工事写真は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真撮影ガイドブック」、「営繕工事写真撮影

要領（最新版）」及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子基準」による。

撮影箇所 部数分類 ・ 規格等

箇所 １部

写真の撮影箇所を記入すること。(電子データの写真のファイル名も同様)

電子データの提出方法については「電子納品に関する手引き【営繕系工事編】」による。

完成図は、以下による。

種類 記入内容

・　配置図及び案内図

・　各階平面図

・　各立面図

敷地及び建築物等の面積表、屋外排水系統図、外構、植栽

室名、室面積、耐震壁

外壁仕上げ

・　断面図

・　仕上表

階高、天井高等を表示し、2面以上作成

屋外、屋内の仕上げ、色番号、材料名、メーカー名等

・　施工図

完成図の作成、提出

・　完成図（確認済証、検査済証、施工体系図、保証書（以下参照）、ＶＯＣ測定結果（合格）の

写し共）

黒表紙付きＡ４版（年度、工事名、工期、施工業者名を金文字で記入）に下記図面を製本したもの。

・　完成図 作成部数（　2　）部

製本図面Ａ２版（年度、工事名、工期、施工業者名を記入）に下記図面を製本したもの。

完成時の提出図書等

次に記載されていない事項は、監督職員の指示による。

(1.9.1～3)

２２

表1.8.1

・　施工計画書

「電子納品に関する手引き　【営繕系工事編】」による。

保全に関する資料（取扱説明書、性能試験成績書、その他監督職員が指示するもの）

提出部数　・１部　　・２部　　・（　　）部　　・　不要

保証書 ・　防水 保証期間（　・　工事引渡日の翌日から１０年　　・　　　年）

・ ・ ・

設備工事との取り合

い

設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図及び総合図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

設備工事との取り合い 建築 電気 機械

鉄筋コンクリート壁、床及び梁等における設備（埋込

盤、プルボックス、ダクト、配管等）の仮枠、箱入れ

及び貫通スリーブ

開口部補強

電気のスリーブ等

機械のスリーブ等

埋込型設備機器取付箇所の床、壁、天井ボード類の切

込み及び下地補強

切込み及び補強

電気墨出し

機械墨出し

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

電気室、自家発電機室などの基礎及びピット

（ふた含）

基礎及びピット

電気墨出し

天井点検口

軽量鉄骨壁のボックス取付用下地

機器類の吊りボルト用インサート 電気設備

機械設備

機器類の取付け用アンカーボルト 電気設備

機械設備

コンクリート基礎（外灯設備）

コンクリート基礎（機械設備機器類） 屋上設置

屋内設置

屋外設置

オイルサービスタンク防油堤

自動開閉装置を取付ける防火戸の切込み、補強及びﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ

ＯＡフロア・フリーアクセスフロアパネルの切込み及び補強

ＯＡフロア・フリーアクセスフロア仕上材の切込み及び補強

外壁取付けガラリ

換気扇枠、換気扇枠用アルミパネル開口（ストッパー取付を含む）

建築工事に含む設備機器付属の制御盤及び操作盤の

配管・配線

１次側

２次側（盤含む）

機械設備工事に含む設備機器付属の制御盤及び操作

盤の配管・配線

１次側

２次側（盤含む）

機械設備制御盤から別途盤類への渡り配管・配線の接続

換気機器用のスイッチの配管・配線及びスイッチ取付

エアコンの室内、室外ユニット間の渡り配線（アース共）

エアコン、　　　　　　　　　　　等の遠方操作スイッチの配線

エアコン、　　　　　　　　　　　等の遠方操作スイッチの配管空調機集中管理リモコン

空調機集中管理リモコン

エアコン、空調機集中管理リモコン等の本体及び本体取付

２４

換気機器用スイッチ本体（全熱交換ユニット用、24時間換気用を除く）

作成方法は「山口県営繕工事完成図作成要領」、「工事完成図書の電子納品要領」及び

作成部数；学校施設の場合１部、学校施設以外の場合２部

著作権２３ 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

光井コミュニティセンター屋上防水等改修工事７

光市建築住宅課



鉄筋の定着長さ

鉄筋のかぶり厚さ

（石綿調査結果記載例　※Ａ３以上とすること）

排気能力（ｍ/min）

石綿損害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、以下のとおり、お知らせします。なお、本工事は、以下の報告・届出を行っています。

 □ 石綿損害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告

 □ 労働安全衛生法第88条第3項（労働安全衛生規則第90条第五号の二）の規定による計画の届出

 □ 大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による作業実施の届出

事業場の名称

届出先及び

届出年月日

○○労働基準監督署

(山口県○○環境保健所/下関保健所)

調査終了年月日

看板表示日

解体工事期間

石綿除去（特定粉じん排出）等作業の期間

作業対象の石綿含有建材

令和 　年 　月 　日

令和 　年 　月 　日

令和 　年 　月 　日

令和 　年 　月 　日

令和 　年 　月 　日　～　令和 　年 　月 　日

令和 　年 　月 　日　～　令和 　年 　月 　日

　　□レベル1 　□レベル2 　□レベル3 　□石綿含有建材なし

調査方法の概要（調査個所）

【調査方法】□書面調査　□現地調査　□分析調査

【調査個所】

調査結果の概要（部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠）

※判断根拠：①目視 ②設計図書 ③分析 ④材料製造者による証明 ⑤材料の製造年月日

【石綿含有あり（みなし含む）】

その他の特定粉じん排出又は飛散の抑制方法

使用する資材及びその種類

使用するフィルタの種類

及びその集じん効果

石綿含有建材（特定建築材料）の処理方法

集

じ

ん

・

排

気

装

置

機種・型式・設置数

石綿除去（特定粉じん排出）等作業の方法

□除去　□囲い込み　□封じ込め　□その他

※A3サイズ以上で掲示してください。

【石綿含有なし】

発注者又は自主施工者

【氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名）】

【住所】

【氏名又は名称（法人にあっては代表者の氏名）】

【住所】

【現場責任者氏名】

【石綿作業主任者】

【連絡場所TEL】

【氏名又は名称及び住所】

①事前調査・資料採取を実施した者

②分析を実施した者

元請業者（工事の施工者かつ調査者）

調査者（事前調査・分析等の実施者）

その他必要事項・条例等の届出年月日

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

(例)建設業の許可票（元請業者のみ）、労災保険関係成立票、建設業退職金共済制度加入現場ステッ

「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律」等に基づき、必要な掲示物を工事

現場に掲示すること。

７ 工事現場における

掲示物等

カー、施工体系図、石綿調査結果、再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書

指定仮設物等 適用は以下のとおりとし、仕様は図示による８

３ １

土
工
事

２ 建設発生土の処理

埋戻し及び盛土 種別

・　建設汚泥から再生した処理土または土工用水砕スラグ

・　Ａ種 ・　Ｂ種 ・　Ｃ種 ・　Ｄ種

・　構外指示の場所に処分（　　　　残土処理場（　　　市　　　））

(8.28.3)

４

地
業
工
事

１ 砂利及び砂地業 ・砂利地業

砂利

厚さ 使用範囲

・　60 mm ・　基礎下 ・　地中梁下 ・

・

・砂地業

厚さ 使用範囲

・　60 mm ・　基礎下 ・　地中梁下 ・

・

捨コンクリート

地業 厚さ 使用範囲

・　基礎下 ・　地中梁下 ・

・

・　50 mm

（・　再生クラッシャラン　　・　切込砂利　　・　切込砕石）

２

５

鉄
筋
工
事

１ 鉄筋の種類

JIS G 3112

JIS G 3112

JIS G 3112

規格番号 種類の記号

・　ＳＤ２９５

・　ＳＤ３４５

・　ＳＤ３９０

鉄筋コンクリート用棒鋼

鉄筋コンクリート用棒鋼

鉄筋コンクリート用棒鋼

規格名称

Ｄ２９

Ｄ１９、Ｄ２２、Ｄ２５

径

Ｄ１０、Ｄ１３、Ｄ１６

２

JIS G 3551

規格番号 網目の形状

・　100×100×φ6.0 ・

寸法及び鉄線の径

３ 鉄筋の継手方法等

ガス圧接は、原則Ｄ１９以上を対象とする。

柱、梁の主筋

その他の鉄筋（　　　　　　）

部位 継手方法

・　ガス圧接継手

・

・　重ね継手

鉄筋の継手の位置 ・　構造図（構造関係共通事項）による

鉄筋の継手長さ ・　40d ・

・　40d ・

・　構造図による

・

鉄　筋

(8.2.1)

溶接金網

(8.2.2)

継手及び定着

(8.3.5)

４ 図示による。

５ 帯筋 図示による。

壁の配筋及び補強

(8.3.7)

図示による。

７

６

圧接部・継手の試験 ・　ガス圧接継手 ・　機械式継手 ・　溶接継手

・　行わない外観試験

抜取試験

・　行う

・　超音波探傷試験 ・　引張試験

試験を行う継手の方法

(8.4.2～3)

(8.3.8)

R5.04.01

表3.2.1

施工箇所

径

表8.2.1

６ １

コ
ン
ク
リー

ト
工
事

一般事項 生コンクリートの配合計画書を事前に監督職員に提出すること。

施工時期（適用時期）は当該工事場所における生コンクリート組合の適合表による。

２ コンクリートの気乾

単位容積質量による

種類及び強度

(8.1.3)

(8.1.4)

コンクリートの種類３ 類別

・　Ⅰ類（JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート）

・　Ⅱ類（Ⅰ類を除くJIS A 5308に適合したコンクリート）

した工場等）から選定し、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するものを用いること

実施できる工場（全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格

管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者が常駐しており配合設計及び品質管理等を適切に

JISマーク表示認証製品を製造している工場で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び

工場の選定

(8.1.3)

表8.1.1

・　普通コンクリート ・　軽量コンクリート

適用箇所設計基準強度Fc

(N/㎜2)

スランプ

(cm)

コンクリートの

仕上り (8.1.4)

・　Ａ種 ・　Ｂ種 ・　Ｃ種 表8.1.4合板せき板を用いた打放し仕上げの種別

コンクリート仕上がりの平たんさ ・　ａ種 ・　ｂ種 ・　ｃ種

混和材料

４

５

(8.2.5)

図示による

６ 調合管理強度

(8.2.5)

構造体補正値(S)(N/mm2)

　　／　　～　　／　　

　　／　　～　　／　　

・ +9 　・ +6 　・ +3 

・ +9 　・ +6 　・ +3 

施工時期 表8.2.4

７ 型枠のせき板

（8.2.7）

８ 既存部分の撤去

（8.21.2）

(8.28.3)

(8.28.4)

(8.28.4)

(8.3.4)

・　40dと表8.3.2の重ね長さのうち大きい値

・　40dと表8.3.4の重ね長さのうち大きい値

設計変更　　　　　　　　回
印　　　　級建築士登録　第　　　　　　号　　　　級建築士登録　第　　　　　　号

－

年度 工事名年度 工事名

－

－－建築改修工事特記仕様書10-2

撤去部分

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・屋内、屋外雨水管

電気開閉式大便器用洗浄弁の一次側電源の配管、配線

電気開閉式大便器用洗浄弁とスイッチ側の配管

電気開閉式大便器用洗浄弁とスイッチ側の配線

ガス給湯器のアース配線

２５ コンクリート、モルタル等の撤去部分と既存構造物との境目は、ダイヤモンドカッター切りとする。

２６ 耐荷重及び耐外力

既存部分の養生

(2.3.1)

養生方法 ・　ビニルシート、合板等による ・

・　固定された家具（備品，机，ロッカー等）の移動 ・　行う（図示） ・　行わない

・　ビニルシート等による ・・　既存部分における既存家具等の養生

・　取外し再取付 ・・　既存ブラインド、カーテン等の養生

３

工事の一時中止に

係る計画の作成

(1.1.9)

２７

風速（m/s）

地表面粗度区分 （ ・　Ⅲ ）

垂直積雪量 （　　）cm

・　Ⅱ

３４

１２

仮
設
工
事

足場等

(2.2.1)

内部足場の種別 ・　脚立、足場板等 ・

外部足場の種別 ・　枠組本足場 ・　くさび緊結式足場 ・　単管本足場

・

外部足場の防護シート等による養生

材料、撤去材等の運搬方法

・　行う ・　行わない

・　Ｂ種・　Ａ種

・　Ｄ種 ・　Ｅ種

・　Ｃ種 表2.2.1

２

「建築基準法」に基づき定められた風速（Vo）及び「建築基準法」に基づき定められた地表面粗度区分

工事契約書に基づく工事の一時中止の通知を受けた場合、中止期間中における工事現場の維持・管

理に関する計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。

建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工

事現場の維持・管理に関する基本的事項、工事再開に向けた方策及び基本計画に変更が生じた場合

の手続きを記載すること。

(2.1.3)

騒音・粉じん等の

対策

（養生方法 ）

仮設間仕切り

(2.3.2)

４ 設置箇所 ・　図示による ・

種別 ・　Ａ種 ・　Ｂ種 ・　Ｃ種

Ａ種又はＢ種を用いる場合の材種等

材種、厚さ

・　合板（厚さ　・　9㎜　　・　　　）

片面への塗装等の仕上げ ・　行う

表2.3.1

Ａ種のグラスウール等の充填材

・　行わない

・　せっこうボード（厚さ　・　9.5㎜　　・　　　）

・　行わない

仮設扉

設置箇所 ・　図示による ・

種別 ・　合板張り木製扉程度 ・

監督職員事務所

(2.4.1) ・　既存建物内の一部を使用する（場所　　　　　　　　　　　　）

・　構内に新設する 監督職員事務所の規模（　　　　　㎡程度）

監督職員事務所の標準仕様は下表とし、下表によらない場合は監督職員との協議による。

部位等

床

内壁、天井

屋根

仕上げ

合板張り又はビニル床シート張り

合板又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルションペイント塗り

塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り

設置する設備・備品等（机、いす、冷暖房機、消火器、保護帽、ゴム長靴、雨合羽、他）の種類及び

数量は監督職員との協議による。

５

工事表示板６

工事名　　　　　　　　工事

1,200

建築物名

延べ面積　　　　　　　　㎡

 工事概要

階数　地上　 階　地下　 階

用途　　　　　　　　　　　

7
5
0 ラワン合板 ｱ ５．５Ｔ－１

白ペンキ塗り（文字黒）

建築基準法による確認済

工事現場管理者氏名

工 事 施 工 者 氏 名

確 認 済 証 交 付 者

確 認 年 月 日 番 号

建 築 確 認 に 係 る

そ の 他 の 事 項

施工者

監理者

現場代理人
TEL

　　　　建設会社

TEL　083-933-
営繕　第　　 　班

協力お願いします。　　　　

へ連絡下さい。　　　　　

 お 願 い 

かけしますが、よろしくご　

　なお、お気づきの点は係　

　工事のため、ご迷惑をお　

員、または下記の監理者等　

9
0
0

1
,
6
5
0

山口県土木建築部建築指導課

令和　年　月　日第　　　　号

工期　令和　年　月　日～　
令和　年　月　日　　

工 事 監 理 者 氏 名
一級建築士　　〇〇　〇〇
山口県土木建築部建築指導課

建 　 　 築 　 　 主 山　口　県

設  計  者  氏  名 一級建築士　　〇〇　〇〇
株式会社　〇〇設計（一級建築士設計事務所）

・　行う（JIS A 6301グラスウール吸音材2号32K厚50㎜）

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・擬音装置の埋込ボックス

機械設備工事に含む電極の配管・配線

機械設備工事に含む遮断弁装置の操作器及び感知器の配管・配線

設備工事との取り合い 建築 電気 機械

・　行う（・　防音パネル　　・　防音シート　　・　養生シート（防炎Ⅰ類）　　・　　　　　　　）

表示内容について監督職員の確認を受けること。

・　仮囲い ・　ゲート ・　敷き鉄板 ・　交通誘導員Ｂ(　　　人)・　交通誘導員Ａ(　　　人)

・18cm

・18cm

・18cm

・18cm

・15cm

・15cm

・15cm

・15cm

せき板の材料（合法木材）　　区分（・ A　・ B　・ C）

厚さ　・ 12mm　　・ 

既存仕上げ等の撤去

既存部分の処理

（8.21.3）

コンクリートの

打ち込み（8.21.8）

（8.21.9）取合い

９

１０

目荒らしの程度

・　平均深さ2～5㎜程度 ・

打ち込み工法の種類 ・　圧入工法・　流込み工法

１１ 既存構造体との 既存構造体と増設壁との取合いの処理方法

１２ 仕上げ (8.21.10) 増設壁工事後の仕上げ 図示による

１３ 無筋コンクリート

(8.11.1)

コンクリートの種類 設計基準強度（Fc） スランプ 適用箇所

（cm）（N/㎜2）

普通コンクリート ・　18

・

・　15

・　18

・

・街きょ、縁石、側溝類のコンクリート

・間知石積みの基礎及び裏込めコンクリート

・捨てコンクリート

・機械室等で用いる配管埋設用コンクリート

・防水層の保護コンクリート

・

工事に支障となる設備機器、配管等の撤去及び移設は図示による。

既存構造体の撤去

既存構造体の撤去範囲は図示による。

はつりだした鉄筋及び鉄骨の処置は図示による。

グラウト材（無収縮モルタル）注入

無収縮モルタル材（製造所は評価名簿による）

圧縮強度試験　　　　　　・　行う（・ 3日　　・ 28日　　・ 　　）

圧縮強度：　　　N/mm2

・　行わない

コンシステンシー試験　　・　行う（・　Ｊ14ロート試験　　・　簡易テーブルフロー試験）

・　行わない

７

鉄
骨
工
事

１ 鋼材

(8.2.8)

鋼材の種類、材質、形状、寸法は図示による。

２ 高力ボルト

(8.2.9)

種類 ・　トルシア形高力ボルト

・　ＪＩＳ形高力ボルト

・　溶融亜鉛めっき高力ボルト

図示によるねじの呼び

３ 溶接部の試験

(8.15.12)

溶接部の外観試験の方法

・「突合せ継手の食い違い仕口ずれの検査・補強ﾏﾆｭｱﾙ」3.5.2　受入検査による。

・JASS6 10.4［受入検査］「 e. 溶接部の外観試験(1)から(5)」による。

完全溶込み溶接の超音波探傷試験　　・　実施する　　・　実施しない

４ 錆止め塗装の範囲

(8.17.2)

耐火被覆材の接着する面の塗装範囲

耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲

（・　改修標準仕様書8.17.2(1)(ｱ)～(ｵ)以外の範囲 　　・　　　　　　）

（・　図示による　　・　　　　　　）

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来高、職員の体制、労務者数、搬入材料及び

及びこれらの基礎コンクリート

７

光市建築住宅課

光井コミュニティセンター屋上防水等改修工事

・　その他（仮設便所）
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８

防
水
改
修
工
事

１ 防水層の施工 防水層の下地　含水率８％以下

２ 改修工法の種類及び

工程

(3.1.4)

表3.1.1

７ 合成高分子系

ルーフィング

シート防水

(3.5.2～4)

材料

絶縁用シート及び可塑剤移行防止用シート ・　発泡ポリエチレンシート ・

固定金具の材質及び寸法形状

・　防錆処理した鉄板（厚さ0.4㎜以上） ・　ステンレス鋼板（厚さ0.4㎜以上） ・

断熱材 材質 ・　改修標準仕様書3.5.2(ｴ)による ・

厚さ ・　25mm　　・　50mm ・

防水層の種別 表3.5.1～3

・　Ｐ０Ｓ工法

・　ＰＯＳＩ工法

・　Ｓ４Ｓ工法

・　Ｓ４ＳＩ工法

備考施工箇所新設防水層の種別

・　ＳＩ－Ｍ１

・　ＳＩ－Ｆ１

・　Ｓ－Ｍ２

・　Ｓ－Ｆ２・　Ｓ－Ｆ１

・　Ｓ－Ｍ１

・　Ｓ－Ｍ３

・　ＳＩ－Ｆ２

・　ＳＩ－Ｍ２

工法

・　Ｓ３Ｓ工法

・　Ｍ４Ｓ工法

・　Ｓ３ＳＩ工法

・　Ｍ４ＳＩ工法

・　Ｐ１Ｓ工法

・　Ｓ－Ｆ２

・　ＳＩ－Ｆ２

・　Ｓ－Ｍ２

・　ＳＩ－Ｍ１

・

・　Ｓ－Ｆ１

・　Ｓ－Ｍ１

・　ＳＩ－Ｆ１

・　Ｓ－Ｍ３

・　ＳＩ－Ｍ２

・　Ｓ－Ｃ１

・ あり　・ なし

防湿用フィルム

・　非歩行仕様

・　軽歩行仕様

種類（　　）

仕上塗料

保護モルタル

塗厚（　　　）

脱気装置 脱気装置の種類は主材料製造所の仕様による

脱気装置の数量・位置は図示による

「建築基準法」に基づき定まる風圧力の（・ 1.0 　・ 1.15　・ 1.3）倍の耐風圧性能

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシート張付け

施工

８ 塗膜防水

(3.1.4)

(3.2.6)

(3.6.2～3)

防水層の種別 表3.6.1～2

工法 備考

脱気装置 脱気装置の種類は主材料製造所の仕様による

脱気装置の数量・位置は図示による

 
９ シーリング用材料

(3.7.2～3)

種類及び施工箇所 ・　図示以外は表3.7.1による

目地寸法

１０ シーリングの試験

(3.7.8)

接着性試験

・　実績に基づく試験成績書

１１ とい

(3.8.2～3)

材種 表3.8.1

・　ステンレス管

・　硬質ポリ塩化ビニル管（VP）（カラー）

・　配管用鋼管

鋼管製といの防露 ・　行う （　・　表3.8.4 　　・　図示による　　　　　　　）

・　行わない

１２ アルミニウム製笠木

(3.9.2～3)

・　押出し形材

部材の種類 表3.9.1

表5.2.2表面処理

・　２５０形

・　ＢＢ－１種 ・　ＢＢ－２種

・　３５０形・　３００形

コーナー部及び突当り部等の役物

・　曲げ材

幅

板厚

表面処理

・　

・　２．０ｍｍ

・

・　ＢＢ－２種

・　

・ 表5.2.2

笠木の固定金具の工法

・　ＢＢ－１種

「建築基準法」に基づき定まる風圧力の（・ 1.0 　・ 1.15　・ 1.3）倍の耐風圧性能

－

１

外
壁
改
修
工
事（

一
般
事
項
等）

１ 外壁改修工法の種類

(4.1.4)

モルタル塗り仕上げ外壁

工法の種類

コンクリート打放し仕上げ外壁

工法の種類

タイル張り仕上げ外壁

工法の種類

改修後の塗り仕上げ

の種類

(4.1.5)

２ 改修後の新規仕上げの種類

・　薄付け仕上塗材塗り

・　厚付け仕上塗材塗り ・　マスチック塗材塗り

・　複層仕上塗材塗り ・　外壁用塗膜防水塗り

・　可とう形改修用仕上塗材塗り

－

２

外
壁
改
修
工
事（

コ
ン
ク
リー

ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁）

１ 材料

(4.2.4)

ひび割れ部改修工法

(4.2.2)

(4.2.5～7)

・　〈樹脂注入工法〉

工法

・　自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

・　機械式エポキシ樹脂注入工法

・　手動式エポキシ樹脂注入工法

注入間隔

・　200～300㎜ ・　

注入量

・　　　ml

・　　　ml

・　　　ml

・　コア抜き取り　　・　注入量測定

抜取個数 ・　500mごと及びその端数につき1個 ・

ひび割れ部の注入状況確認方法

抜取り部の補修方法　　・　エポキシ樹脂モルタル充填 ・

・　シーリング材を充填（接着性試験　　・　行う　　・　行わない　）

ポリマーセメントモルタル充填 ・　行う ・　行わない

３ 欠損部改修工法

(4.2.3) (4.2.8)

・〈Ｕカットシール材充填工法〉

・　可とう性エポキシ樹脂を充填

・〈シール工法〉

・〈充填工法〉

２

－

３

外
壁
改
修
工
事（

モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ
外
壁）

１ 材料

(4.3.5)

（製造所：　評価名簿による）

（ JIS A 6024 )

（ JIS A 6024 )

（ JIS A 6024 )

（製造所：　評価名簿による）

（ JIS A 6024 )

（ JIS A 6024 )

（ JIS A 6024 )

（ JIS A 6024 )

（製造所：　評価名簿による）

２ ひび割れ部改修工法

(4.3.2)

(4.3.6～8)

・〈樹脂注入工法〉

工法 注入間隔 注入量

・　　　ml

・　　　ml

・　　　ml

・　200～300㎜ ・　・　自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

・　手動式エポキシ樹脂注入工法

・　機械式エポキシ樹脂注入工法

ひび割れ部の注入状況確認方法 ・　コア抜き取り　　・　注入量測定

コア抜取によるひび割れ部の注入状況確認 ・　行う ・　行わない

・　500mごと及びその端数につき1個抜取個数

・

抜取り部の補修方法　　・　エポキシ樹脂モルタル充填 ・

・〈Ｕカットシール材充填工法〉

・　シーリング材を充填（接着性試験　　・　行う　　・　行わない　）

ポリマーセメントモルタル充填 ・　行う ・　行わない

・　可とう性エポキシ樹脂を充填

設計変更　　　　　　　　回
印　　　　級建築士登録　第　　　　　　号　　　　級建築士登録　第　　　　　　号

－

年度 工事名年度 工事名

－

－－

・ ウレタンゴム系

塗膜防水

・ ゴムアスファルト系

塗膜防水

・　Ｘ－１

・　Ｘ－２

施工箇所

仕上塗料

新設防水層の種別

・　Ｙ－２

・　図示による

・　引張接着性試験（JIS A 1439）　

９

９

９

・　各種塗料塗り（「１２塗装改修工事」参照）

建築改修工事特記仕様書10-3

既存防水層（立上り部等）及び保護層の撤去 ・　行う　　・　行わない

・　行う（保護層の仕様：　　　　　　　　）保護層の新設 ・　行わない

シーリング改修工法の種類 表3.1.2

・　シーリング充填工法 ・　拡幅シーリング再充填工法

・　シーリング再充填工法 ・　ブリッジ工法

３ 改修用ルーフドレン

(3.2.5)

Ｐ０ＡＳ工法､Ｐ０ＡＳＩ工法､Ｐ０Ｄ工法､Ｐ０ＤＩ工法､Ｐ０Ｓ工法､Ｐ０ＳＩ工法､及びＰ０Ｘ工法

・　設けない

・　設ける（取付け方法等　　・　新設防水材製造所の仕様　　・　　　　　　　　　）

４

(3.2.6)

調整

既存下地の処理・　 補修箇所の形状、長さ、数量等は図示による既存下地の処理・調整

既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の補修（POS工法及びPOSI工法）

・　改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(g)①～③による ・

設備機械架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口等の

欠損部及び防水層末端部等の納まり部 ・　標準詳細図5-　-　による ・　図示による

５ アスファルト防水

(3.3.2～5)

適用箇所 ・　図示による　　

屋根保護防水断熱工法の断熱材

厚さ ・　25mm　 ・　50mm ・

屋根露出防水断熱工法の断熱材

厚さ ・　25mm　 ・　50mm ・

成形伸縮目地材（製造所：評価名簿による） 表3.3.1

工法

・　Ｐ１Ｂ工法

・　Ｐ１ＢＩ工法

・　Ｐ２ＡＩ工法

表3.3.3～10防水層の種別

屋
根
保
護
防
水

・ Ｂ－１ 　　・ Ｂ－２

・ ＢＩ－１ 　・ ＢＩ－２

・ ＡＩ－１ 　・ ＡＩ－２

立上り部への

断熱材及び

絶縁用シート

の設置（　　　）

施工箇所新設防水層の種別 備考

保護層等材料

・　Ｐ２Ａ工法

屋
根
露
出
防
水

・　Ｍ４Ｃ工法

・　Ｐ０Ｄ工法

・　Ｍ３Ｄ工法

・　Ｍ３ＤＩ工法

・　Ｐ０ＤＩ工法

・　Ｍ４ＤＩ工法

屋
内
防
水

・　Ｐ１Ｅ工法

・　Ｐ２Ｅ工法

・ Ｃ－１ 　　・ Ｃ－２

・ Ｃ－３ 　　・ Ｃ－４

・ Ｄ－１ 　　・ Ｄ－２

・ ＤＩ－１ 　・ ＤＩ－２

・ Ｅ－１ 　・ Ｅ－２

・ あり　・ なし

保護層

仕上塗料

種類（　　　）

脱気装置

・ Ａ－３

・ Ａ－１ 　　・ Ａ－２ 

脱気装置の種類は主材料製造所の仕様による

脱気装置の数量・位置は図示による

保護層等の施工

平場の保護コンクリート

コンクリート仕上がりの平たんさ

厚さ（　　　　　　　　）

・　ａ種 ・　ｂ種 ・　ｃ種

・ ＡＩ－３

(3.4.2～3)

シート防水

改質アスファルト６

仕上げ　　・　あり　　・　なし

「コンクリート打放し仕上げ外壁の改修工法選定フロー」による。

「モルタル塗り仕上げ外壁の改修工法選定フロー」による。

「タイル張り仕上げ外壁の改修工法選定フロー」による。

鉄筋腐食による劣化にかかる改修については、改修特記仕様書のA工法及びB工法による

・〈樹脂注入工法用材料〉

・〈Ｕカットシール材充填工法用材料〉

・　建築補修用注入エポキシ樹脂（ JIS A 6024 ）

・　シーリング材料　　ポリウレタン系（・　1成分形　　・　2成分形）

・　可とう性エポキシ樹脂 （ JIS A 6024 )

・　ポリマーセメントモルタル

・〈シール工法用材料〉

・　パテ状エポキシ樹脂

・　可とう性エポキシ樹脂

・〈充填工法用材料〉

・　エポキシ樹脂モルタル　　　

・　ポリマーセメントモルタル

・〈樹脂注入工法用材料〉

・　建築補修用注入エポキシ樹脂（ JIS A 6024 ）

・〈Ｕカットシール材充填工法用材料〉

・　シーリング材料　　ポリウレタン系（・　1成分形　　・　2成分形）

・　可とう性エポキシ樹脂

・　ポリマーセメントモルタル

・〈シール工法用材料〉

・　パテ状エポキシ樹脂

・　可とう性エポキシ樹脂

・〈充填工法用材料〉

・　エポキシ樹脂モルタル　　　

・　ポリマーセメントモルタル

・〈モルタル塗替え工法用材料〉

モルタル　　・現場調合材料　　・既調合材料

吸水調整材

・〈アンカーピンニング注入工法用材料〉

・　エポキシ樹脂

アンカーピンの材質等 ・　ステンレス鋼（SUS304）（呼び径4㎜の丸棒で全ネジ切り加工）

・

・〈注入口付アンカーピンニング注入工法用材料〉

・　エポキシ樹脂

・　ステンレス鋼（SUS304）（呼び径は外径6㎜）

・

・　建築補修用注入エポキシ樹脂（JIS A 6024）

・　パテ状エポキシ樹脂 （JIS A 6024）

・　建築補修用注入エポキシ樹脂（JIS A 6024）

モルタルを撤去して改修

・　簡易接着性試験（改修標準仕様書3.7.8(2)(ｱ)による）

表3.4.1～3防水層の種別

工法

・　Ｐ０ＡＳ工法

・　Ｍ３ＡＳ工法

・　Ｍ４ＡＳ工法

・　ＡＳ－Ｔ３

・　ＡＳ－Ｊ１

・　ＡＳ－Ｔ４

・　ＡＳ－Ｊ３

・　ＡＳ－Ｔ２・　ＡＳ－Ｔ１

・　ＡＳ－Ｊ２

新設防水層の種別 施工箇所 備考

屋根露出防水断熱工法の断熱材

厚さ ・　25mm　 ・　50mm ・

仕上塗料

種類

脱気装置

・　Ｐ０ＡＳＩ工法

・　Ｍ３ＡＳＩ工法

・　Ｍ４ＡＳＩ工法

・　ＡＳＩ－Ｔ１ ・　ＡＳＩ－Ｊ１

脱気装置の種類は主材料製造所の仕様による

脱気装置の数量・位置は図示による

屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿層

・　設ける（改質アスファルト製造所の仕様による） ・　設けない

立上り部の保護、屋根排水溝の設置は図示による。

・

注入口付アンカーピンの材質等

・　ポリマーセメントスラリー　（実績等の資料を監督職員に提出）

・　ポリマーセメントスラリー　（実績等の資料を監督職員に提出）

（製造所：　評価名簿による）

（製造所：　評価名簿による）

製造所の仕様による

７

光市建築住宅課

光井コミュニティセンター屋上防水等改修工事

（遮熱ｺｰﾄ）

種類（遮熱ｺｰﾄ）



昇降足場

工事ﾔｰﾄﾞ

・屋上
既設ｼｰﾄ防水層撤去（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材）
仮防水材塗布
下地清掃
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（平場：AS-T4工法、遮熱ｺｰﾄ仕上げ）
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（立上り：AS-T4工法、遮熱ｺｰﾄ仕上げ）
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（保温管下部：AS-J2工法、遮熱ｺｰﾄ仕上げ）
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜防水（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ下部、高反射水性ｱｸﾘﾙ系保護塗料）
端末ｱﾙﾐ抑え金物取付（I型､ｼｰﾘﾝｸﾞ共）
端末ｱﾙﾐ水切取付（ｼｰﾘﾝｸﾞ共）
ﾄﾞﾚﾝ上皿仮撤去・再取付
ｱﾙﾐ笠木仮撤去・再取付
配管保温撤去・新設（φ150、L=1900、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ）
配管足元架台撤去・復旧
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2工法、下地処理含：架台天端、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ顎、遮熱ｺｰﾄ仕上げ）

・ﾛﾋﾞｰ屋根、ﾄｲﾚ屋根、自転車置場屋根、実習室前屋根
既設ｼｰﾄ防水層撤去（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材）
仮防水材塗布
下地清掃
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（平場：AS-T4工法、遮熱ｺｰﾄ仕上げ）
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水（立上り：AS-T4工法、遮熱ｺｰﾄ仕上げ）
端末ｱﾙﾐ抑え金物取付（I型､ｼｰﾘﾝｸﾞ共）
端末ｱﾙﾐ水切取付（ｼｰﾘﾝｸﾞ共）
ﾄﾞﾚﾝ上皿仮撤去・再取付
ｱﾙﾐ笠木仮撤去・再取付

・大ﾎｰﾙ屋根軒樋、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫屋根
既設ｼｰﾄ防水層撤去（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材）
下地清掃
下地処理
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2工法：平場、立上り、遮熱ｺｰﾄ仕上げ）
ﾄﾞﾚﾝ上皿仮撤去・再取付

・外階段
既設ｼｰﾄ防水層撤去（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材）
下地清掃
下地処理
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2工法：平場、立上り、遮熱ｺｰﾄ仕上げ）
階段用防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼付け
踊り場用防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼付け
端末ｼｰﾘﾝｸﾞ

共通
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端から1ｍ立上げ、ｼｰﾄ養生

工事概要

参考：ｱｽﾍﾞｽﾄ分析表
配置図
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ﾌ゚ ﾛﾊﾟﾝ庫屋根足場



着色部防水改修範囲（遮熱塗料）

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫屋根

ﾄｲﾚ屋根

ﾛﾋ゙ ｰ屋根

実習室前屋根

外階段

自転車置場屋根

光井コミュニティセンター屋上防水等改修工事　　No.2

凡例

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
防滑ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼付け

ｱﾙﾐ笠木仮撤去・再取付



 ﾄﾞﾚﾝ上皿仮撤去・再取付

大ﾎ ﾙー屋根軒樋

屋上
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既設ｼｰﾄ撤去

 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

 ｼｰﾘﾝｸﾞ打替

既設ｼｰﾄ撤去

 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

 ｼｰﾘﾝｸﾞ打替

 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜防水

既設ｼｰﾄ撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞ打替

 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
端末ｱﾙﾐ押え金物取付,ｼｰﾘﾝｸﾞ共

 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
端末ｱﾙﾐ押え金物取付,ｼｰﾘﾝｸﾞ共

端末ｱﾙﾐ押え金物取付,ｼｰﾘﾝｸﾞ共
 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

端末ｱﾙﾐ押え金物取付,ｼｰﾘﾝｸﾞ共

既設ｼｰﾄ撤去

 ﾄﾞﾚﾝ上皿仮撤去・再取付

 ﾄﾞﾚﾝ上皿仮撤去・再取付

 ﾄﾞﾚﾝ上皿仮撤去・再取付

既設ｱﾙﾐ押え金物撤去
既設ｼｰﾄ撤去

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

端末ｱﾙﾐ押え金物取付,ｼｰﾘﾝｸﾞ共

ｱﾙﾐ笠木仮撤去・再取付

 ﾄﾞﾚﾝ上皿仮撤去・再取付9箇所

ﾄﾞﾚﾝ上皿仮撤去・再取付9箇所

既設ｼｰﾄ撤去

ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

既設ｼｰﾄ撤去

1500

 AS-J2工法　遮熱ｺｰﾄ仕上げ
保温管下部

実習室前屋根

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
端末ｱﾙﾐ押え金物取付,ｼｰﾘﾝｸﾞ共

庇詳細図参照（図7）：寸法①

庇詳細図参照（図7）：寸法②

着色部防水改修範囲（遮熱塗料）

凡例

 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ塗膜防水

ｱﾙﾐ笠木仮撤去・再取付

 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
端末ｱﾙﾐ押え金物取付,ｼｰﾘﾝｸﾞ共

 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水

高反射水性ｱｸﾘﾙ系保護塗料
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